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手続き ① 仮登録 ② 本申請 ③ 審査結果発表

授業料
への
影響

授業料の請求が
保留されます

「授業料後払い制度」に採用された人

日本学生支援機構の奨学金が
前期分と後期分の授業料*に充当されます

* 授業料免除が許可された場合は免除適用後の授業料年額
* 高等司法研究科の学生は充当上限超過分について納入必要

「授業料後払い制度」に不採用だった人

前期分と後期分の授業料の納入が必要です

ただし、後期分授業料
免除申請者のみ

後期分授業料の納入が
１月まで猶予されます

時期 ４月

令和６年度 日本学生支援機構 「授業料後払い制度」 申請者の授業料納入の流れ

９月 １０月 １２月１１月

注意事項

◆令和６年度「授業料後払い制度」（以下、「後払い」という。）の申請を行った場合は、下図のとおり授業料の納入が猶予されます。
なお、下図は令和６年３月14日現在の予定であり、手続き等の時期には変更が生じる可能性があります。

◆ 「後払い」とは別に「大阪大学授業料免除等制度」の申請を行い、授業料免除が認められた場合に「後払い」で支援される授業料の金額は以下のとおりです。
［A：「後払い」で授業料に充当される貸与奨学金の金額］ ＝ ［B：授業料免除適用前の授業料の金額］ － ［Ｃ：免除された授業料の金額］

◆高等司法研究科の学生は、授業料が「後払い」の支援上限金額を超えるため、「後払い」に採用された場合でも支援額を超過した分の授業料の納入が必要です。
ただし、別途「大阪大学授業料免除等制度」に申請し、授業料免除（全額免除もしくは半額免除）が認められた場合は、この限りではありません。

大阪大学
授業料

免除等制度

手続き
前期分授業料免除等
申請受付期間終了

後期分授業料免除等
申請受付期間開始

後期分授業料免除等
申請受付期間終了

後期分授業料免除等
結果発表

備考
前後期一括申請をした人は、
原則として後期分申請期間
（9月）の手続きは不要です 後期分授業料の納入

（参考） 「授業料後払い制度」とは別に「大阪大学授業料免除等制度」の申請を行った人のみ

授業料の納入は前期分・後期分とも
「③審査結果発表」まで猶予

授業料に充当された奨学金は
修了（離籍）後に日本学生支援機構へ返還

１月

前期分授業料免除等
結果発表

7月

前期分授業料免除が
許可された場合は
免除適用後の金額

後期分授業料免除が
全額免除以外の場合
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